
千葉県防災危機管理部防災政策課 
 

 
令和２年度千葉県防災会議 

 

１．議  題 千葉県地域防災計画の修正（案）について        

２．委  員 千葉県防災会議委員５２名（会長を除く） 

３．開  催 書面開催 

４．開催結果 承認 52 名 否承認 0名 

  修正（案）のとおり千葉県地域防災計画の修正を決定した。 

５．意 見 等 

委員からの意見、質問等 事務局からの回答 

該当箇所に以下の内容を追記され 

たい。 
●連絡所における調整機能の確立 

県防災危機管理部は、自衛隊に

対する市町村からの支援要望に 

ついて、その態勢、要領及び他の

機関等との役割区分を明確にする

ため、必要に応じ、県、市町村  

及び自衛隊の三者による調整組織

及び調整要領を確立する。この際、

各市町村は、自らの消防力等の 

活用、自衛隊による教育支援を 

含めた対応要領の普及等、自助・

共助体制の早期構築に努める。 
 追記の理由 
令和元年度台風 15 号等に伴う災害

派遣で実施した家屋の応急処置に  

おいて、県、市町村及び自衛隊の三者

が災害弱者の救済体制を構築し、  

それぞれの実施事項を明確にすること

が必要との教訓を得たため。 
 

 
（次頁へ続く） 

関係各機関と調整を図るため、次回

計画修正時までの検討事項とさせてい

ただきます。 

 



委員からの意見、質問等 事務局からの回答 

また、自衛隊は、台風 19 号のような

全国規模の災害が発生した場合、千葉  

県内で運用できる勢力が限定される 

ことから、各市町村の自助・共助体制

の構築が重要と認識したため。 

 

要配慮者等の安全確保のための体制

整備について、避難施設等の整備は 

平時から行っていく必要がある。 

この整備費用について、県で助成は

行っているのか。また、県内市町村で

福祉避難所として指定されている箇所

は何箇所あるか。 

県内市町村において、福祉避難所と

して指定又は協定が締結された   

施設は、平成３０年９月１日現在、  

９９９箇所となっております。 

 また、県では、千葉県地域防災力  

向上総合支援補助金により、福祉避難

所における要配慮者用備蓄品の購入や

避難所における要配慮者対策など、 

避難環境の整備を行う市町村に対し、

財政支援を行っているところです。 

今回の修正（案）においては、「プロ

アクティブ」という言葉が使用されて 

いるが、これは広く一般県民に普及 

している言葉ではない。地域防災計画

は県としての災害に対する基本的な 

方針を示すものであって、県民に理解 

できる表現でなくては意味がなく、 

一部の専門家が用いる専門用語、片仮

名を用いるべきではない。 

 今回の変更が、県の積極的な姿勢と

覚悟を新たな用語の使用と共に示す 

ものであるならば、そのことを広く  

周知されたい。 

今回の千葉県地域防災計画の修正に

ついて、県民の皆様への周知に努めて

まいります。 

 


